
新発田市告示第２５５号 

 

 

 新発田市屋外広告物条例施行規則（平成２０年規則第６４号）第１６条の２

第３項の規定により市長が指定する者を次のとおり定め、令和８年４月１日か

ら実施する。 

 

 

    令和７年１２月１９日 

 

 

          新発田市長  二階堂   馨 

 

 

  公益社団法人日本サイン協会 

  一般社団法人日本屋外広告業団体連合会 

 

 

 


